
　　　 ［　評価調書　］　（１億円以上）　治山事業

27

23

17

復旧治山 黒木沢支流

41

復旧治山 田屋沢

43

33

35

37

39

25

復旧治山 獅ノ顧平

予防治山 29

31

19

21

復旧治山

13

15

復旧治山 江見

9

11

復旧治山 刈置沢

復旧治山 八丁山

水源地域緊急整備 ウスグラ沢

復旧治山 高川北沢 5

復旧治山 星山沢 7

八幡沢右支流 3

復旧治山 白沢南沢 1

復旧治山

復旧治山 漆沢

復旧治山 不動沢

復旧治山 牧平

春日山右支流

復旧治山 一の平向

復旧治山 鬢櫛川上流

復旧治山 阿寺沢

八幡宮

復旧治山 室子沢川

予防治山 日影島川

復旧治山 寄畑川上流



１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名 白沢南沢（シラサワミナミサワ）

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

②整備目標・効果 ③経済妥当性 ○

□主要目標　　 450 百万円 工期 ～ 基準年 R7

費用 344 百万円 便益 1,222 百万円

事業費 344 百万円 11 百万円

維持管理費 － 百万円 1,211 百万円

百万円

 （避難場所　鍋山チビッコ広場）　 百万円

(※評価基準値)

□副次目標 費用便益比（B/C）は、国の採択基準1.0を超えている。

④事業実施・規模の妥当性 ○
□副次効果

⑤整備手法の有効性 ○

⑥環境負荷等への配慮 ○
①整備内容 谷止工２基　山腹工A=0.７0ha

②着手年度 令和8年度

④総事業費 約450百万円 ⑦事業計画の熟度 ○
 

  ［貢献度ランク：a］

⑤年度別の整備内容  

谷止工１基 75 百万円

山腹工A=(0.４0)ha 75 百万円

山腹工A=0.４0ha 75 百万円

谷止工１基 75 百万円

山腹工A=(0.３0)ha 75 百万円

山腹工A=0.３0ha 75 百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

　  県道12号韮崎南アルプス中央線）

令和11年度

令和12年度

令和13年度

R13

（国費２２５百万円（5/10）県費２２５百万円（5/10))

（４）事業位置図等

総　合　評　価

③完成見込年度

　　　　　　　　　　　　　（鍋山地区の農業用水）

令和13年度

その他※

3.5

　○土石流被害の防止

（保全対象：人家87戸,県道589m,市道700m,農道1,516m　）

　○被災時の被害波及の防止（第二次緊急輸送道路

 （第二次緊急輸送道路

県道12号韮崎南アルプス中央線）

昭和62年～平成5年　谷止工9基　床固工1基　山腹工0.03ha 180百万円

・地元韮崎市より強い要望を受け計画しており、土地使用や保安林指定に問題はなく、妥当

・渓流内に堆積した不安定土砂の流出防止を図るためには、山腹工２箇所と谷止工２基の計画
が必要であり、実施と規模は妥当

・災害実績　有

・土砂整備率　67％　＜　７０％未満 ※

・谷止工を整備する際の地形改変は最小となる計画としている。また景観や生態系に優しい木
製残存型枠工を使用するなど環境への配慮も行っており、妥当

（２）整備内容

経
済
効
率
性

総事業費

Ｂ／Ｃ

水源涵養便益

災害防止便益

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

・保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が妥当

　ー

Ｒ8

・重要公共施設の有無　有　

令和８年度

令和9年度

令和10年度

韮崎市神山町鍋山地内

　調査に関する事前評価済（未実施）

（１）事業の概要

復旧治山事業（通常）

令和７年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

・森林法第４１条第１項に規定された「保安施設事業」に該当し、妥当

山梨県事業名

・森林法第４１条第３項の規定により都道府県知事が整備することとされており、妥当

事業主体

　本箇所は、韮崎市神山町鍋山地区を流れる、一級河川白沢川上流の荒廃渓流であ
る。連年の豪雨の影響で渓岸浸食や山腹崩壊が拡大したことにより、渓流内に不安
定土砂が堆積し、下流への土砂流出の恐れがあるため、復旧等の対策を早急に実施
し、保全対象の保護を図る必要がある。

妥当でない

事業対象地

事業対象地

1



２.添付資料シート

焼山沢

鍋山公民館

神山消防分団第二部

下流保全対象

（鍋山地区）

一級河川 白沢川

他所管既設（砂防）

避難所（鍋山チビッコ広場）

H5既設

S62既設

H4既設

下流保全対象

（鍋山チビッコ広場）

山腹工完成イメー

徳島堰（農業用水路）

市道（円野）35号線

至 北杜市

至 南アルプス市

県道12号韮崎南アルプス中央線

（第二次緊急輸送道路）

計画地

下流保全対象

(鍋山地区)

R12・R13計画

山腹工 A=0.3ha

下流保全対象

（徳島堰）

下流保全対象

（県道12号線）

S63既設

H1既設

H2既設

H3既設

H5既設谷止工満砂状況

R8計画

谷止工1基

R9・R10計画

山腹工 A=0.4ha

山腹工完成イメージ

H2既設

R11計画

谷止工1基

500m

資材道

山腹崩壊状況

谷止工完成イメージ

2



１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名 八幡沢右支流（ハチマンザワウシリュウ）

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

②整備目標・効果 ③経済妥当性 ○

□主要目標　　 400 百万円 工期 ～ 基準年 R7

費用 298 百万円 便益 1,885 百万円

事業費 298 百万円 6 百万円

維持管理費 － 百万円 1,879 百万円

百万円

百万円

(※評価基準値)

□副次目標

費用便益比（B/C）は、国の採択基準1.0を超えている。

④事業実施・規模の妥当性 ○

□副次効果

⑤整備手法の有効性 ○

⑥環境負荷等への配慮 ○
①整備内容 谷止工　　5基

②着手年度 令和8年度

④総事業費 約400百万円 ⑦事業計画の熟度 ○
 

  ［貢献度ランク：a］

⑤年度別の整備内容  

谷止工　　(１)基 60 百万円

谷止工　　１基 60 百万円

谷止工　　１基 80 百万円

谷止工　　１基 60 百万円

谷止工　　１基 80 百万円

谷止工　　１基 60 百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

令和8年度

令和9年度

令和10年度

令和11年度

令和12年度

令和13年度

Ｒ8 R13

（国費200百万円（5/10）県費200百万円（5/10))

（４）事業位置図等

総　合　評　価

③完成見込年度

　○被災時の被害波及の防止（鍋山地区の農業用水）

令和13年度

その他※

6.3

　○土石流被害の防止

－

・地元韮崎市より強い要望を受け計画しており、土地使用や保安林指定に問題はなく、妥当

・渓流内に堆積した不安定土砂の流出防止を図るためには、谷止工5基の計画が必要であ
り、実施と規模は妥当

・災害実績　無

・土砂整備率　０％　＜　７０％未満 ※

・谷止工を整備する際の地形改変は最小となる計画としている。また景観や生態系に優しい
木製残存型枠工を使用するなど環境への配慮も行っており、妥当

（２）整備内容

経
済
効
率
性

総事業費

Ｂ／Ｃ

水源涵養便益

災害防止便益

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

・保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が妥当

　ー

・重要公共施設の有無　有　  （避難場所　神山公民館、神山体育館）　

（保全対象：人家81戸、市道５４０ｍ）

韮崎市神山町北宮地　地内

　調査に関する事前評価済（未実施）

（１）事業の概要

復旧治山事業（通常）

令和７年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

・森林法第４１条第１項に規定された「保安施設事業」に該当し、妥当

山梨県事業名

・森林法第４１条第３項の規定により都道府県知事が整備することとされており、妥当

事業主体

　本箇所は、韮崎市神山町北宮地地区を流れる、一級河川八幡沢川上流に位置し
ている。連年の豪雨の影響で渓流の荒廃が顕著となり、渓流内に不安定土砂が堆
積し、下流への土砂流出の恐れがあるため、土砂流出防止対策を早急に実施し、
保全対象の保護を図る必要がある。

妥当でない

事業対象地

事業対象地

3



２.添付資料シート

1/10000

指定避難場所

（神山公民館）

指定避難場所

（神山体育館）

徳島堰（農業用水路）

下流保全対象

（北宮地地区）

至 北杜市

至 南アルプス市

市道（円野）35号線

R8～R9計画

谷止工1基

R11計画

谷止工1基

R13計画

谷止工1基

R12計画

谷止工1基

下流保全対象

（徳島堰）

下流保全対象

（神山公民館）

下流保全対象

（北宮地地区）

500m

谷止工完成イメージ

渓流荒廃状況

一級河川 八幡沢川

R10計画

谷止工1基

4



１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名 高川北沢（タカガワキタサワ）

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

②整備目標・効果 ③経済妥当性 ○

□主要目標　　 450 百万円 工期 ～ 基準年 R7

費用 357 百万円 便益 1,391 百万円

事業費 357 百万円 15 百万円

維持管理費 － 百万円 1,376 百万円

 （避難場所　折居チビッコ広場）　 百万円

百万円

(※評価基準値)

□副次目標

費用便益比（B/C）は、国の採択基準1.0を超えている。

④事業実施・規模の妥当性 ○

□副次効果

⑤整備手法の有効性 ○

⑥環境負荷等への配慮 ○
①整備内容 谷止工6基

②着手年度 令和8年度

④総事業費 約450百万円 ⑦事業計画の熟度 ○
 

  ［貢献度ランク：a］

⑤年度別の整備内容  

令和8年度 谷止工１基 75百万円

令和9年度 谷止工１基 75百万円

令和10年度 谷止工１基 75百万円

令和11年度 谷止工１基 75百万円

令和12年度 谷止工１基 75百万円

令和13年度 谷止工１基 75百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

　○土石流被害の防止

（保全対象：人家32戸、県道100ｍ、林道400m）

・地元韮崎市より強い要望を受け計画しており、土地使用や保安林指定に問題はな
く、妥当

（国費225百万円（5/10）県費225百万円（5/10))

（４）事業位置図等

総　合　評　価

③完成見込年度

　○被災時の被害波及の防止

　　（第二次緊急輸送道路　県道１２号韮崎南アルプス中央線）

令和13年度

昭和41年　床固工1基　1百万円
平成24年～平成29年　谷止工　4基　山腹工　0.8ha　263百万円

・渓流内に堆積した不安定土砂の流出防止を図るためには、谷止工6基の計画が必要で
あり、実施と規模は妥当

・災害実績　無

・土砂整備率　11％　＜　７０％未満 ※

・谷止工を整備する際の地形改変は最小となる計画としている。また景観や生態系に
優しい木製残存型枠工を使用するなど環境への配慮も行っており、妥当

（２）整備内容

経
済
効
率
性

総事業費

Ｂ／Ｃ

水源涵養便益

災害防止便益

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

・保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が妥当

　ー

・重要公共施設の有無　有  （第二次緊急輸送道路
県道12号韮崎南アルプス中央線）

Ｒ8 R13

その他※

3.8

韮崎市清哲町青木地内

　調査に関する事前評価済（未実施）

（１）事業の概要

復旧治山事業（通常）

令和７年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

・森林法第４１条第１項に規定された「保安施設事業」に該当し、妥当

山梨県事業名

・森林法第４１条第３項の規定により都道府県知事が整備することとされており、妥当

事業主体

　本箇所は、韮崎市清哲町青木地区を流れる、一級河川高川北沢川上流に位置し
ている。連年の豪雨の影響で渓流の荒廃が顕著となり、渓流内に不安定土砂が堆
積し、下流への土砂流出の恐れがあるため、土砂流出防止対策を早急に実施し、
保全対象の保護を図る必要がある。

妥当でない

事業対象

事業対象地

5



２.添付資料シート

林道 御庵沢小武川線

一級河川 高川北沢川

林道 清哲線
至 甲府市街

N

指定避難所

（折居チビッコ広場）

H26 既設

H29 既設

H24既設

H25 既設

他所管既設

保全対象

折居地区

R8 谷止工1基

R9 谷止工1基

R10 谷止工1基

R11 谷止工1基

R12 谷止工1基

徳島堰

（用水路）

R13 谷止工1基

計画地

下流保全対象（折居地区）

谷止工完成イメージ
H26 既設満砂状況 渓流の荒廃状況

0 500

県道 韮崎南アルプス中央線

（第２次緊急輸送道路）

至 北杜市街

6



１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名 星山沢 (ホシヤマサワ）

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

②整備目標・効果 ③経済妥当性 ○

□主要目標　　 400 百万円 工期 ～ 基準年 R7

費用 308 百万円 便益 551 百万円

事業費 308 百万円 6 百万円

維持管理費 － 百万円 545 百万円

百万円

百万円

(※評価基準値)

□副次目標

費用便益比（B/C）は、国の採択基準1.0を超えている。

④事業実施・規模の妥当性 ○

□副次効果

⑤整備手法の有効性 ○

⑥環境負荷等への配慮 ○

①整備内容 谷止工2基、山腹工A=  ０．３０ha　　

②着手年度 令和8年度 ⑦事業計画の熟度 ○
④総事業費 約400百万円

 

  ［貢献度ランク：b］

⑤年度別の整備内容  

令和８年度 谷止工　１基 65 百万円

令和９年度 谷止工　１基 65 百万円

令和１０年度 90 百万円

令和１１年度 90 百万円

令和１２年度 90 百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

北杜市武川町山高地内

　調査に関する事前評価済（未実施）

（１）事業の概要

復旧治山事業（通常）

令和７年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

・森林法第４１条第１項に規定された「保安施設事業」に該当し、妥当

山梨県事業名

・森林法第４１条第３項の規定により都道府県知事が整備することとされており、妥当

事業主体

　本箇所は、北杜市武川町山高地区を流れる、一級河川石空川支流の荒廃渓流で
ある。連年の豪雨の影響で渓岸浸食や山腹崩壊が拡大したことにより、渓流内に
不安定土砂が堆積し、下流への土砂流出の恐れがあるため、復旧等の対策を早急
に実施し、保全対象の保護を図る必要がある。

妥当でない

S３４～H17年度　床固工3基・谷止工11基・山腹工0.4ha　278百万円

（県有林・保安林指定済）

・渓流内に堆積した不安定土砂の流出防止を図るためには、谷止工２基と山腹工1箇所の計画
が必要であり、実施と規模は妥当

・災害実績　有

・土砂整備率　６８％　＜　７０％未満 ※

（２）整備内容

経
済
効
率
性

総事業費

Ｂ／Ｃ

水源涵養便益

災害防止便益

山腹工A=  (０．３０)ha　　

山腹工A=  (０．３０)ha　　

山腹工A=  ０．３０ha　　

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

・保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が妥当

　ー

・重要公共施設の有無  無

（保全対象：人家１５戸、市道950ｍ、林道160ｍ）

Ｒ8 R12

（国費200百万円（5/10）県費200百万円（5/10))

（４）事業位置図等

総　合　評　価

③完成見込年度

　ー

　　

令和12年度

その他※

1.7

　○土石流被害の防止

・地元北杜市より強い要望を受け計画しており、土地使用や保安林指定に問題はなく、妥当

・谷止工を整備する際の地形改変は最小となる計画としている。また景観や生態系に優しい木
製残存型枠工を使用するなど環境への配慮も行っており、妥当

事業対象

事業対象地
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２.添付資料シート

S58 既設

R8谷止工1基

R9谷止工1基

下流保全対象

（山高地区）

S34 既設

S46 既設

S40 既設

H16 既設

H17 既設

H8 既設

H17 既設

H15 既設

林道精進ヶ滝線

渓流荒廃状況山腹工完成イメージ

山腹崩壊状況

至 韮崎市街

一級河川 石空川

下流保全対象(山高地区)

計画地

一級河川 黒沢川

林道釜無川右岸線

谷止工完成イメージ

至 北杜市街

R10~R12山腹工

Ａ＝0.3ha
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１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名 漆沢（ウルシザワ）　　　　

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

②整備目標・効果 ③経済妥当性 ○

□主要目標　　 450 百万円 工期 ～ 基準年 R7

費用 352 百万円 便益 1,131 百万円

事業費 352 百万円 27 百万円

維持管理費 － 百万円 1,104 百万円

百万円

百万円

(※評価基準値)

□副次目標

費用便益比（B/C）は、国の採択基準1.0を超えている。

④事業実施・規模の妥当性 ○

□副次効果

⑤整備手法の有効性 ○

⑥環境負荷等への配慮 ○
①整備内容 谷止工　　7基

②着手年度 令和8年度

④総事業費 約450百万円 ⑦事業計画の熟度 ○

 

  ［貢献度ランク：a］

⑤年度別の整備内容  

令和8年度 谷止工　1基 65百万円

令和9年度 谷止工　1基 65百万円

令和10年度 谷止工　1基 65百万円

令和11年度 谷止工　1基 65百万円

令和12年度 谷止工　1基 65百万円

令和13年度 谷止工　1基 65百万円

令和14年度 谷止工　1基 60百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

（保全対象：人家26戸、避難所（櫛形西小学校）、要配慮者利用施設（櫛形
西保育所）、県道200ｍ）

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

水源涵養便益

災害防止便益

・保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が妥当

　ー

・重要公共施設の有無　有 避難所（櫛形西小学校）

昭和60年～昭和62年　谷止工3基　35百万円

Ｒ8 R14

（国費255百万円（5/10）県費225百万円（5/10))

（４）事業位置図等

総　合　評　価

③完成見込年度

　ー

令和14年度

その他※

3.2

　○土石流被害の防止

・地元南アルプス市より強い要望を受け計画しており、土地使用や保安林指定に問題は
なく、妥当

南アルプス市平岡地内

　調査に関する事前評価済（未実施）

（１）事業の概要

復旧治山事業（通常）

令和７年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

・森林法第４１条第１項に規定された「保安施設事業」に該当し、妥当

山梨県事業名

・森林法第４１条第３項の規定により都道府県知事が整備することとされており、妥当

事業主体

　本箇所は、南アルプス市平岡地区を流れる、一級河川漆川上流に位置してい
る。連年の豪雨の影響で渓流の荒廃が顕著となり、渓流内に不安定土砂が堆積
し、下流への土砂流出の恐れがあるため、土砂流出防止対策を早急に実施し、保
全対象の保護を図る必要がある。

妥当でない

・渓流内に堆積した不安定土砂の流出防止を図るためには、谷止工7基の計画が必要で
あり、実施と規模は妥当

・災害実績　無

・土砂整備率　35％　＜　７０％未満 ※

・谷止工を整備する際の地形改変は最小となる計画としている。また景観や生態系に優
しい木製残存型枠工を使用するなど環境への配慮も行っており、妥当

（２）整備内容

経
済
効
率
性

総事業費

Ｂ／Ｃ

事業対象地

事業対象地
南アルプス市役所

9



２.添付資料シート

谷止工完成イメージ

S62既設

富士川西部広域農道

S60既設

S61既設

R8谷止工1基

R9谷止工1基

市営林道 漆沢線
県道110号桃園市之瀬線

一級河川 漆川

至 南アルプス市山寺

下流保全対象

平岡地区

他所管既設

全景写真及び保全対象

下流保全対象（平岡地区）

計画地

R10谷止工1基

R11谷止工1基

R13谷止工1基

R14谷止工1基

R12谷止工1基

至 南アルプス市上宮地
渓流荒廃状況

渓流荒廃状況

要配慮者利用施設

（櫛形西保育所）

指定避難所

（櫛形西小学校）

0 500
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１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名 不動沢（フドウサワ）　　　　　

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

②整備目標・効果 ③経済妥当性 ○

□主要目標　　 400 百万円 工期 ～ 基準年 R7

費用 364 百万円 便益 827 百万円

事業費 364 百万円 26 百万円

維持管理費 － 百万円 801 百万円

百万円

　農道200m） 百万円

(※評価基準値)

□副次目標

費用便益比（B/C）は、国の採択基準1.0を超えている。

④事業実施・規模の妥当性 ○

□副次効果

⑤整備手法の有効性 ○

⑥環境負荷等への配慮 ○
①整備内容 谷止工　　5基

②着手年度 令和8年度

④総事業費 約400百万円 ⑦事業計画の熟度 ○
 

  ［貢献度ランク：b］

⑤年度別の整備内容  

令和8年度 谷止工　1基 80百万円

令和9年度 谷止工　1基 80百万円

令和10年度 谷止工　1基 80百万円

令和11年度 谷止工　1基 80百万円

令和12年度 谷止工　1基 80百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

甲府市心経寺町　地内

　調査に関する事前評価済（未実施）

（１）事業の概要

復旧治山事業（通常）

令和７年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

・森林法第４１条第１項に規定された「保安施設事業」に該当し、妥当

山梨県事業名

・森林法第４１条第３項の規定により都道府県知事が整備することとされており、妥当

事業主体

　本箇所は、甲府市心経寺町五味塚地区を流れる、一級河川不動河原川上流に位
置している。連年の豪雨の影響で渓流の荒廃が顕著となり、渓流内に不安定土砂
が堆積し、下流への土砂流出の恐れがあるため、土砂流出防止対策を早急に実施
し、保全対象の保護を図る必要がある。

妥当でない

昭和56年～平成5年　谷止工　4基　69百万円

・渓流内に堆積した不安定土砂の流出防止を図るためには、谷止工5基の計画が必要で
あり、実施と規模は妥当

・災害実績　無

・土砂整備率　31％　＜　７０％未満 ※

・谷止工を整備する際の地形改変は最小となる計画としている。また景観や生態系に優
しい木製残存型枠工を使用するなど環境への配慮も行っており、妥当

（２）整備内容

経
済
効
率
性

総事業費

Ｂ／Ｃ

水源涵養便益

災害防止便益

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

・保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が妥当

　ー

・重要公共施設の有無 無

Ｒ8 R12

・地元甲府市より強い要望を受け計画しており、土地使用に問題はなく、妥当

（県有林・一部箇所は保安林指定手続中）

その他※

2.2

　○土石流被害の防止

（保全対象：人家14戸、要配慮者利用施設（障害者支援施設）1戸

（国費200百万円（5/10）県費200百万円（5/10))

（４）事業位置図等

総　合　評　価

③完成見込年度

　○被災時の被害波及の防止

　（水道施設（農業用配水池））

令和12年度

事業対象地

事業対象地
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２.添付資料シート

R9谷止工1基

R8谷止工1基

H5既設

S57既設

S56既設

他所管既設

金川曽根広域農道

県営林道 大窪鶯宿線

至 甲府市街

下流保全対象

五味塚地区

H1既設

R12谷止工1基

R10谷止工1
基

R11谷止工1基

水道施設

（農業用配水池）

谷止工完成イメー

ジ

全景写真及び保全対象

計画地

下流保全対象

五味塚地区

S57既設堰堤満砂状況 渓流荒廃状況

要配慮者利用施設

（障害者支援施設）

一級河川 不動河原

川

0 500
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１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名 牧平 （マキダイラ）

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

②整備目標・効果 ③経済妥当性 ○

□主要目標　　 225 百万円 工期 ～ 基準年 R7

費用 182 百万円 便益 284 百万円

事業費 182 百万円 11 百万円

維持管理費 － 百万円 273 百万円

百万円

百万円

(※評価基準値)

□副次目標

費用便益比（B/C）は、国の採択基準1.0を超えている。

④事業実施・規模の妥当性 ○

□副次効果

⑤整備手法の有効性 ○

⑥環境負荷等への配慮 ○
①整備内容 谷止工　5基

②着手年度 令和8年度

④総事業費 約225百万円 ⑦事業計画の熟度 ○
 

  ［貢献度ランク：ｂ］

⑤年度別の整備内容  

令和8年度 谷止工　１基 45 百万円

令和9年度 谷止工　１基 45 百万円

令和10年度 谷止工　１基 45 百万円

令和11年度 谷止工　１基 45 百万円

令和12年度 谷止工　１基 45 百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

山梨市牧丘町牧平地内

　調査に関する事前評価済（未実施）

（１）事業の概要

復旧治山事業（火山）

令和７年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

・森林法第４１条第１項に規定された「保安施設事業」に該当し、妥当

山梨県事業名 事業主体

　本箇所は、山梨市牧丘町牧平地区を流れる、一級河川赤芝川上流に位置して
いる。連年の豪雨の影響で渓流の荒廃が顕著となり、渓流内に不安定土砂が堆
積し、下流への土砂流出の恐れがあるため、土砂流出防止対策を早急に実施
し、保全対象の保護を図る必要がある。

妥当でない

・森林法第４１条第３項の規定により都道府県知事が整備することとされており、妥当

平成4年～平成12年
谷止工　19基　850百万円

・地元山梨市より強い要望を受け計画しており、土地使用に問題はなく、妥当

・渓流内に堆積した不安定土砂の流出防止を図るためには、谷止工5基の計画が必要で
あり、実施と規模は妥当

・災害実績　無

・土砂整備率　58％　＜　70％未満 ※

・谷止工を整備する際の地形改変は最小となる計画としている。また景観や生態系に優
しい木製残存型枠工を使用するなど環境への配慮も行っており、妥当

（２）整備内容

経
済
効
率
性

総事業費

Ｂ／Ｃ

水源涵養便益

災害防止便益

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

・保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が妥当

　○なし

・重要公共施設の有無 無

Ｒ8 R12

その他

1.6

　○土石流被害の防止

（保全対象：人家3戸、市道100ｍ、林道1,500m、橋梁2基）

（国費123.7百万円（55/100）県費101.3百万円（45/100))

（４）事業位置図等

総　合　評　価

③完成見込年度

　○なし

　　

令和12年度

（県有林・保安林指定済）

事業対象地

事業対象地

県道塩平窪平線
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２.添付資料シート

至 山梨市牧丘町牧平

保全対象 赤芝地区

市営林道 東山中部線市営林道 赤芝線

谷止工完成イメージ

県営林道 水ヶ森線

H4既設

H5既設

H7既設

H10既設

H6既設

H8既設

H7既設

H10既設

H11既設

H12既設

R9 谷止工 1基

R10 谷止工 1基
R12 谷止工 1基

R8 谷止工 1基

R11 谷止工 1基

渓流荒廃状況 計画地上流渓岸浸食状況

既設谷止工満砂状況

下流保全対象（赤芝地区）

計画地

一級河川 赤芝川

0 500
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１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名 刈置沢 （カリオキサワ）

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

②整備目標・効果 ③経済妥当性 ○

□主要目標　　 165 百万円 工期 ～ 基準年 R7

費用 135 百万円 便益 186 百万円

事業費 135 百万円 8 百万円

維持管理費 － 百万円 178 百万円

百万円

百万円

(※評価基準値)

□副次目標

費用便益比（B/C）は、国の採択基準1.0を超えている。

④事業実施・規模の妥当性 ○

□副次効果

⑤整備手法の有効性 ○

⑥環境負荷等への配慮 ○
①整備内容 谷止工　4基

②着手年度 令和8年度

④総事業費 約165百万円 ⑦事業計画の熟度 ○

 

  ［貢献度ランク：ｂ］

⑤年度別の整備内容  

令和8年度 谷止工　1基 40 百万円

令和9年度 谷止工　1基 40 百万円

令和10年度 谷止工　1基 40 百万円

令和11年度 谷止工　1基 45 百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

1.4

　○土石流被害の防止

（保全対象：人家1戸、林道101ｍ、市道160m、橋梁3基）

（国費82.5百万円（1/2）県費82.5百万円（1/2))

（４）事業位置図等

総　合　評　価

③完成見込年度

　○なし

　　

令和11年度

昭和42年～平成31年
谷止工18基　810百万円

・地元笛吹市より強い要望を受け計画しており、土地使用に問題はなく、妥当
                                                                              （県有林・保安林指定済）

・渓流内に堆積した不安定土砂の流出防止を図るためには、谷止工4基の計画が必要で
あり、実施と規模は妥当

・災害実績　無

・土砂整備率　25％　＜　70％未満 ※

・谷止工を整備する際の地形改変は最小となる計画としている。また景観や生態系に優
しい木製残存型枠工を使用するなど環境への配慮も行っており、妥当

（２）整備内容

経
済
効
率
性

総事業費

Ｂ／Ｃ

水源涵養便益

災害防止便益

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

・保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が妥当

　○なし

・重要公共施設の有無 無

Ｒ8 R11

その他

笛吹市御坂町藤野木地内

　調査に関する事前評価済（未実施）

（１）事業の概要

復旧治山事業（通常）

令和７年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

・森林法第４１条第１項に規定された「保安施設事業」に該当し、妥当

山梨県事業名 事業主体

　本箇所は、笛吹市御坂町藤野木地区を流れる、一級河川刈置沢川上流に位置
している。連年の豪雨の影響で渓流の荒廃が顕著となり、渓流内に不安定土砂
が堆積し、下流への土砂流出の恐れがあるため、土砂流出防止対策を早急に実
施し、保全対象の保護を図る必要がある。

妥当でない

・森林法第４１条第３項の規定により都道府県知事が整備することとされており、妥当

事業対象地 事業対象地

国道137号線
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２.添付資料シート

谷止工完成イメージ 計画地上流渓岸浸食状況

H11既設H8既設

R9 谷止工 1基

R10 谷止工 1基

R11 谷止工 1基

保全対象 藤野木地区

H9既設

H17既設

H19既設

県営林道 刈置沢線

国道137号線

至 笛吹市一宮町 一級河川 刈置沢川

R8 谷止工 1基

S46既設

S42既設

至 富士河口湖町

H10既設

既設谷止工満砂状況

渓流荒廃状況

保全対象 藤野木地区 計画地

市営農道 5-2367号線

H31既設

一級河川 金川

市営農道 5-2016号線

市道２-５号線

0m 500m
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１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名 八丁山 （ハッチョウヤマ）

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

②整備目標・効果 ③経済妥当性 ○

□主要目標　　 175 百万円 工期 ～ 基準年 R7

費用 144 百万円 便益 201 百万円

事業費 144 百万円 10 百万円

維持管理費 － 百万円 191 百万円

百万円

百万円

(※評価基準値)

□副次目標

費用便益比（B/C）は、国の採択基準1.0を超えている。

④事業実施・規模の妥当性 ○

□副次効果

⑤整備手法の有効性 ○

⑥環境負荷等への配慮 ○
①整備内容 谷止工　4基

②着手年度 令和8年度

④総事業費 約175百万円 ⑦事業計画の熟度 ○

 

  ［貢献度ランク：ｂ］

⑤年度別の整備内容  

令和8年度 谷止工　１基 45 百万円

令和9年度 谷止工　１基 45 百万円

令和10年度 谷止工　１基 45 百万円

令和11年度 谷止工　１基 40 百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

1.4

　○土石流被害の防止

（保全対象：人家1戸、県道260ｍ、市道160m、橋梁3基）

（国費87.5百万円（1/2）県費87.5百万円（1/2))

（４）事業位置図等

総　合　評　価

③完成見込年度

　○なし

　　

令和11年度

昭和57年～平成20年
谷止工23基　床固工３基　1,280百万円

・地元笛吹市より強い要望を受け計画しており、土地使用に問題はなく、妥当
                                                                        　　（県有林・保安林指定済）

・渓流内に堆積した不安定土砂の流出防止を図るためには、谷止工4基の計画が必要で
あり、実施と規模は妥当

・災害実績　無

・土砂整備率　20％　＜　70％未満 ※

・谷止工を整備する際の地形改変は最小となる計画としている。また景観や生態系に優
しい木製残存型枠工を使用するなど環境への配慮も行っており、妥当

（２）整備内容

経
済
効
率
性

総事業費

Ｂ／Ｃ

水源涵養便益

災害防止便益

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

・保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が妥当

　○なし

・重要公共施設の有無 無

Ｒ8 R11

その他

笛吹市御坂町上黒駒地内

　調査に関する事前評価済（未実施）

（１）事業の概要

復旧治山事業（通常）

令和７年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

・森林法第４１条第１項に規定された「保安施設事業」に該当し、妥当

山梨県事業名 事業主体

　本箇所は、笛吹市御坂町上黒駒地区を流れる、一級河川金川上流に位置してい
る。連年の豪雨の影響で渓流の荒廃が顕著となり、渓流内に不安定土砂が堆積
し、下流への土砂流出の恐れがあるため、土砂流出防止対策を早急に実施し、保
全対象の保護を図る必要がある。

妥当でない

・森林法第４１条第３項の規定により都道府県知事が整備することとされており、妥当

事業対象地

事業対象地

国道137号線
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２.添付資料シート

至 山梨市牧丘町牧平

谷止工完成イメージ

S57既設

S58既設

S59既設

S61既設

H6既設

S58既設

S60既設

H15既設

S63既設

S59既設

S63既設

H20既設

H19既設

H4既設

H16既設

R8 谷止工 1基

R9 谷止工 1基

R10 谷止工 1基

R11 谷止工 1基

保全対象 藤野木地区

S60既設 S61既設

H14既設

H3既設

H1既設

県営林道 刈置沢線

国道137号線

県道 富士河口湖笛吹線

計画地上流渓岸浸食状況

保全対象 藤野木地区 計画地

至 笛吹市一宮町

至 富士河口湖町

既設谷止工満砂状況

渓流荒廃状況

市営農道 5-2367号線

市道２-５号線

市営農道 5-2016号線

一級河川 金川

0m 500m

18



１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

②整備目標・効果 ③経済妥当性 ○

□主要目標　　 350 百万円 工期 ～ 基準年 R7

費用 271 百万円 便益 469 百万円

事業費 271 百万円 141 百万円

維持管理費 － 百万円 328 百万円

百万円

百万円

□副次目標

費用便益比（B/C）は、国の採択基準1.0を超えている。

④事業実施・規模の妥当性 ○

□副次効果

⑤整備手法の有効性 ○

⑥環境負荷等への配慮 ○
①整備内容 谷止工　7基

②着手年度 令和8年度 ③完成見込年度 令和14年度

④総事業費 約350百万円 ⑦事業計画の熟度 ○

 

  ［貢献度ランク：b］

⑤年度別の整備内容  

令和8年度 谷止工　１基 45 百万円

令和9年度 谷止工　１基 45 百万円

令和10年度 谷止工　１基 50 百万円

令和11年度 谷止工　１基 50 百万円

令和12年度 谷止工　１基 50 百万円

令和13年度 谷止工　１基 55 百万円

令和14年度 谷止工　１基 55 百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

笛吹市境川町大黒坂　地内

　調査に関する事前評価済（未実施）

（１）事業の概要

復旧治山事業（通常）

令和７年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

・森林法第４１条第１項に規定された「保安施設事業」に該当し、妥当

山梨県事業名

・森林法第４１条第３項の規定により都道府県知事が整備することとされており、妥当

事業主体

　本箇所は、笛吹市境川町大黒坂地内を流れる、一級河川狐川支流に位置してい
る。連年の豪雨の影響で渓流の荒廃が顕著となり、渓流内に不安定土砂が堆積
し、下流への土砂流出の恐れがあるため、土砂流出防止対策を早急に実施し、保
全対象の保護を図る必要がある。

妥当でない

春日山右支流(カスガヤマウシリュウ)

・地元笛吹市より強い要望を受け計画しており、土地使用に問題はなく、妥当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（県有林・保安林指定
済）

・渓流内に堆積した不安定土砂の流出防止を図るためには、谷止工７基の計画が必要であ
り、実施と規模は妥当

・谷止工を整備する際の地形改変は最小となる計画としている。また景観や生態系に優しい
木製残存型枠工を使用するなど環境への配慮も行っており、妥当

（２）整備内容

経
済
効
率
性

総事業費

Ｂ／Ｃ

水源涵養便益

災害防止便益

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

・保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が妥当

　ー

Ｒ8

昭和50年～令和5年
谷止工1８基

R14

（国費175百万円（5/10）県費175百万円（5/10))

（４）事業位置図等

総　合　評　価

（※評価基準値）

　○被災時の被害波及の防止（大黒坂地区簡易水道）

　　

その他

1.7

　○土石流被害の防止

・災害実績　無

・土砂整備率　４１％　＜　７０％未満 ※
・重要公共施設の有無
無
（保全対象：人家１３戸、市道１１００m、林道７６６m、
水道施設1箇所）

事業対象地

事業対象地

笛吹市役所境川支所

県道鶯宿上曽根線
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２.添付資料シート

県営林道 黒坂里道線

県営林道 名所山線

至 甲府市街

Ｓ６２既設

保全対象（大黒坂地区）

Ｓ６１既設

R８計画 1基

R５既設

Ｈ２６既設

H２７既設

水道施設

一級河川 狐川

R９計画 1基

R１０計画 1基

Ｓ５０既設

Ｓ６３既設

Ｈ２既設

Ｈ１既設

R１２計画 1基

R１１計画 1基

R１４計画 1基

R１３計画 1基

Ｓ６３既設

Ｓ５２既設

Ｓ５１既設

Ｈ１既設

Ｈ２既設

下流既設満砂状況 渓流荒廃状況

谷止工完成イメージ大黒坂簡易水道

下流保全対象（大黒坂地区）

計画地

0m 500m

市営林道 黒坂里道線

笛吹市道1-38号線

市道5001号線

市道5002号線

Ｓ５７既設
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１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

②整備目標・効果 ③経済妥当性 ○

□主要目標　　 270 百万円 工期 ～ 基準年 R7

費用 218 百万円 便益 529 百万円

事業費 218 百万円 3 百万円

維持管理費 － 百万円 526 百万円

百万円

百万円

(※評価基準値)

□副次目標

費用便益比（B/C）は、国の採択基準1.0を超えている。

④事業実施・規模の妥当性 ○

□副次効果

⑤整備手法の有効性 ○

⑥環境負荷等への配慮 ○
①整備内容 谷止工　5基

②着手年度 令和8年度 ③完成見込年度 令和12年度

④総事業費 約270百万円 ⑦事業計画の熟度 ○

 

  ［貢献度ランク：ｂ］

⑤年度別の整備内容  

令和8年度 谷止工　１基 54 百万円

令和9年度 谷止工　１基 54 百万円

令和10年度 谷止工　１基 54 百万円

令和11年度 谷止工　１基 54 百万円

令和12年度 谷止工　１基 54 百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

　○土石流被害の防止

（保全対象：人家4戸、県道380ｍ、林道40m、橋梁4箇所）

総　合　評　価

　ー

　　

その他

2.4

昭和43年～昭和62年
谷止1基　山腹工1.45ha　73百万円

・地元甲州市より強い要望を受け計画しており、土地使用に問題はなく、妥当
                                                              　　　　　　　（県有林・保安林指定済）

・渓流内に堆積した不安定土砂の流出防止を図るためには、谷止工5基の計画が必要であ
り、実施と規模は妥当

・災害実績　無

・土砂整備率　２６％　＜　７０％未満 ※

・谷止工を整備する際の地形改変は最小となる計画としている。また景観や生態系に優しい
木製残存型枠工を使用するなど環境への配慮も行っており、妥当

（２）整備内容

経
済
効
率
性

総事業費

Ｂ／Ｃ

水源涵養便益

災害防止便益

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

・保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が妥当

　ー

・重要公共施設の有無
無

Ｒ8 R12

（国費135百万円（5/10）県費135百万円（5/10))

（４）事業位置図等

甲州市塩山上萩原　地内

　調査に関する事前評価済（未実施）

（１）事業の概要

復旧治山事業（通常）

令和７年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

・森林法第４１条第１項に規定された「保安施設事業」に該当し、妥当

山梨県事業名

・森林法第４１条第３項の規定により都道府県知事が整備することとされており、妥当

事業主体

　本箇所は、甲州市塩山上萩原地区を流れる、一級河川日川支流に位置してい
る。連年の豪雨の影響で渓流の荒廃が顕著となり、渓流内に不安定土砂が堆積
し、下流への土砂流出の恐れがあるため、土砂流出防止対策を早急に実施し、保
全対象の保護を図る必要がある。

妥当でない

一の平向（イチノタイラムカイ）

事業対象地

県道 大菩薩初鹿野線
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２．添付資料

R9計画 1基

R10計画 1基

R8計画 1基

R11計画 1基

S57既設

S60既設

S61既設

S59既設

県営林道

嵯峨塩深沢線

県道

大菩薩初鹿野線

0m 500m

S43既設

谷止工完成イメージ

S44既設

至 甲州市大和町日影

土塚地区

県営林道大積寺線

保全対象（嵯峨塩地区）

一級河川日川

計画地下流の既設満砂状況

R12計画 1基

S62既設

保全対象（嵯峨塩地区）

渓流荒廃状況

至 甲州市塩山裂石

県営林道

砥山線

渓流荒廃状況

計画地
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１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名 鬢櫛川上流（ビングシガワジョウリュウ）

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

②整備目標・効果 ③経済妥当性 ○

□主要目標　　 250 百万円 工期 ～ 基準年 R7

費用 201 百万円 便益 334 百万円

事業費 201 百万円 94 百万円

維持管理費 － 百万円 240 百万円

百万円

百万円

(※評価基準値)

□副次目標 費用便益比（B/C）は、国の採択基準1.0を超えている。

④事業実施・規模の妥当性 ○

□副次効果

⑤整備手法の有効性 ○

⑥環境負荷等への配慮 ○
①整備内容 谷止工　5基

②着手年度 令和8年度 ③完成見込年度 令和12年度

④総事業費 約250百万円 ⑦事業計画の熟度 ○

 

  ［貢献度ランク：b］

⑤年度別の整備内容  

令和8年度 谷止工　１基 45 百万円

令和9年度 谷止工　１基 50 百万円

令和10年度 谷止工　１基 50 百万円

令和11年度 谷止工　１基 50 百万円

令和12年度 谷止工　１基 55 百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

（４）事業位置図等

総　合　評　価

　○被災時の被害波及の防止（中原地区水道施設）

　　

その他※

1.7

（保全対象：人家４戸、市道467ｍ、農道290m、林道296m、水道
施設1箇所）

・地元甲州市より強い要望を受け計画しており、土地使用に問題はなく、妥当
                                                                  　　　　　（県有林・保安林指定済）

・渓流内に堆積した不安定土砂の流出防止を図るためには、谷止工5基の計画が必要であ
り、実施と規模は妥当

・災害実績　無

・土砂整備率　２６％　＜　７０％未満 ※

・谷止工を整備する際の地形改変は最小となる計画としている。また景観や生態系に優しい
木製残存型枠工を使用するなど環境への配慮も行っており、妥当

（２）整備内容

経
済
効
率
性

総事業費

Ｂ／Ｃ

水源涵養便益

災害防止便益

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

・保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が妥当

　ー

・重要公共施設の有無
無

Ｒ8 R12

昭和50年～平成25年
谷止工28基　山腹工0.2ha

　○土石流被害の防止

（国費125百万円（5/10）県費125百万円（5/10))

甲州市塩山牛奥　地内

　調査に関する事前評価済（未実施）

（１）事業の概要

復旧治山事業（通常）

令和７年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

・森林法第４１条第１項に規定された「保安施設事業」に該当し、妥当

山梨県事業名

・森林法第４１条第３項の規定により都道府県知事が整備することとされており、妥当

事業主体

　本箇所は、甲州市塩山牛奥地内を流れる、一級河川鬢櫛川支流に位置してい
る。連年の豪雨の影響で渓流の荒廃が顕著となり、渓流内に不安定土砂が堆積
し、下流への土砂流出の恐れがあるため、土砂流出防止対策を早急に実施し、保
全対象の保護を図る必要がある。

妥当でない

事業対象地

事業対象地

県道塩山勝沼線

甲州市役所
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２.添付資料シート

県営林道

嵯峨塩深沢線
一級河川鬢櫛川

R8計画 1基

R10計画 1基

R9計画 1基

R11計画 1基

R12計画 1基

S56既設

H13既設

S62既設

H7既設

H1既設

H22既設
H21既設

H20既設

H23既設

H24既設

H25既設

H10既設

H13既設

S50既設

S63既設S57既設

S60既設

S54既設

S58既設

H16既設

H15既設

県営林道源次郎線

治山資材道

甲州市道8206号線

至 甲州市街

渓流荒廃状況

谷止工完成イメージ 下流保全対象（中原地区）

0m 500

計画地下流の既設満砂状況

水道施設

中原地区水道施設

市営農道8204号線

甲州市道8206号線

保全対象（中原地区）

保全対象（レストラン）

保全対象（ワイナリー）
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１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名 阿寺沢（アデラサワ）

（３）事業の妥当性評価 妥当

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

②整備目標・効果 ③経済妥当性 ○

□主要目標　　 200 百万円 工期 ～ 基準年 R7

費用 164 百万円 便益 320 百万円

事業費 164 百万円 4 百万円

維持管理費 － 百万円 316 百万円

百万円

百万円

(※評価基準値)

□副次目標

費用便益比（B/C）は、国の採択基準1.0を超えている。

④事業実施・規模の妥当性 ○

□副次効果

⑤整備手法の有効性 ○

⑥環境負荷等への配慮 ○
①整備内容 谷止工　４基

②着手年度 令和8年度 ③完成見込年度 令和11年度

④総事業費 約200百万円 ⑦事業計画の熟度 ○

 

  ［貢献度ランク：b］

⑤年度別の整備内容  

令和8年度 谷止工　1基 40 百万円

令和9年度 谷止工　1基 52 百万円

令和10年度 谷止工　1基 52 百万円

令和11年度 谷止工　1基 56 百万円

⑥既整備内容・期間・事業費

　○土石流被害の防止

（保全対象：人家５戸、県道930ｍ、橋梁３箇所、水道施設１箇所）

（４）事業位置図等

総　合　評　価

　○被災時の被害波及の防止（田野地区水道施設）

　　

その他

2.0

昭和57年～平成12年
谷止工4基　山腹工0.1ha　86百万円

・地元甲州市より強い要望を受け計画しており、土地使用に問題はなく、妥当
                                                                         （県有林・保安林指定済）

・渓流内に堆積した不安定土砂の流出防止を図るためには、谷止工４基の計画が必要であ
り、実施と規模は妥当

・災害実績　無

・土砂整備率　５４％　＜　７０％未満 ※

・谷止工を整備する際の地形改変は最小となる計画としている。また景観や生態系に優しい
木製残存型枠工を使用するなど環境への配慮も行っており、妥当

（２）整備内容

経
済
効
率
性

総事業費

Ｂ／Ｃ

水源涵養便益

災害防止便益

※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

・保安林機能の回復を図る目的から治山事業による整備が妥当

　ー

・重要公共施設の有無
無

Ｒ8 R11

（国費100百万円（5/10）県費100百万円（5/10))

甲州市大和町田野　地内

　調査に関する事前評価済（未実施）

（１）事業の概要

復旧治山事業（通常）

令和７年度　公共事業事前評価調書（簡易型）

・森林法第４１条第１項に規定された「保安施設事業」に該当し、妥当

山梨県事業名

・森林法第４１条第３項の規定により都道府県知事が整備することとされており、妥当

事業主体

　本箇所は、甲州市大和町田野地区を流れる、一級河川日川支流に位置している。
連年の豪雨の影響で渓流の荒廃が顕著となり、渓流内に不安定土砂が堆積し、下流
への土砂流出の恐れがあるため、土砂流出防止対策を早急に実施し、保全対象の保
護を図る必要がある。

妥当でない

事業対象地

県道 大菩薩初鹿野線
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２.添付資料シート

県道

大菩薩初鹿野線

一級河川日川

治山資材道

H12既設

S57既設

S57既設

R8計画 1基

R9計画 1基

R11計画 1基

R10計画 1基

谷止工完成イメージ

渓流荒廃状況

計画地下流の既設満砂状況

下流保全対象（要配慮者利用施設）

至 甲州市大和町日影

保全対象（田野地区）

至 甲州市塩山裂石

水道施設

0m 500m

水道施設（田野地区）

要配慮者利用施設

計画地
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